
業務仕様書 

 

１ 業務名 

  大谷地流通業務団地流通機能強化検討業務 

 

２ 目的 

  昭和 42 年に造成した大谷地流通業務団地（以下、「団地」という）は、造

成から相当の年数が経過するなかで、「施設の老朽化」、「流通機能の複合化

への遅れ」、「更新・建替時の団地からの移転の恐れ」など、様々な課題を抱

えているところである。 

本市では、流通機能の維持・向上や物流施設の大型化・複合化等に対応す

るため、都市計画の変更を行い、団地内に整備可能な流通業務施設の種類及

びその位置の制限等を変更したところであるが、今後、継続して団地を中心

とした機能更新や効率化を図っていく必要がある。 

本業務では団地の機能更新及び本市の流通機能の強化に向けて、流通・物

流業界の課題や動向を分析するとともに、団地内立地企業等の実態ついて調

査し、今後の行政支援の方向性について検討するものである。 

 

３ 業務内容 

⑴ 業務計画の作成   

業務を円滑に進めるための体制を構築するとともに、本業務に関する実施

計画を検討・作成し、業務開始後速やかに業務実施計画書を提出すること。 

 

 ⑵ 全国の流通動向の調査 

  全国の流通・物流を取巻く現状に係るデータ（貨物量・輸送モード別取扱

量の推移、品目別輸送量の推移、先進的な企業の取組等、全国の流通動向の

全容が分かる項目）を収集・分析するとともに、現状の課題や今後の動向等

について調査・整理する。また、国や他自治体が実施する流通・物流関連の

支援策等について情報収集し、その目的や効果・実績等について必要に応じ

て聞き取りを行い、整理する。なお、調査事項や調査方法等については、委

託者と十分に協議し、指示に従うこと。 

 

⑶ 市内の流通動向の調査 

団地を含む市内における流通動向に係るデータ（道内・市内おける物流シ

ステムの特徴、道外物流システムとの差異や地域性、鉄道・海運等との連携

等、市内の流通動向の全容が分かる項目）を収集・分析するとともに、現状

の課題や今後の動向等について調査・整理する。また、市内及び道内物流に

おける団地の位置付け等について評価する。なお、調査事項や調査方法等に

ついては、委託者と十分に協議し、指示に従うこと。 



⑷ 団地内の土地・建物状況の調査 

ア 札幌市が別途提供する都市計画基礎調査のデータ等を活用し、団地内の

すべての土地・建物の所有者等を情報収集・整理するとともに、建物の

用途や建築年月日、築年数、土地の使用状況等も調査・整理する。な

お、不動産登記簿を取得する際には、受託者は委託者が指定する様式に

基づいて申請書を作成することとし、法務局への申請は委託者が行うも

のとする。 

イ アクセスサッポロ用地の活用可能性を検討するため、アクセスサッポロ

施設の解体費を算出する。 

ウ アクセスサッポロ第三駐車場内緑地の樹木の移植可能性について、樹木

医による診断等を行ったうえで検討する。なお、調査の実施方法や検討

方法等については、委託者と十分に協議し、指示に従うこと。 

 

【参考資料】 

・大谷地流通業務団地概要 別紙１ 

・アクセスサッポロ施設について 別紙２ 

・アクセスサッポロ位置図 別紙３ 

・アクセスサッポロ第三駐車場緑地の現況 別紙４ 

 

【提供資料】 

・都市計画基礎調査データ一式（令和３年３月 31 日時点） 

 

なお、アクセスサッポロ施設等の情報については、以下のホームページも参

照すること。 

アクセスサッポロホームページ（https://www.axes.or.jp/download.html） 

 

⑸ 団地内立地企業の情報収集・整理 

すべての団地内立地企業（200 社程度）について、企業名、郵便番号、住 

所、電話番号、業種、従業員数、売上高、その他委託者が指定する事項等を 

情報収集・整理する。 

 

⑹ アンケート調査の実施 

ア 調査対象 

   すべての団地内立地企業（200 社程度） 

イ 調査方法 

   アンケート票を郵送し、返信用封筒による郵送またはＦＡＸ、メールに 

より回答を取りまとめる。また、回答期限までに回答がない企業に対して 

は、電話により聞き取りを行うこと。なお、依頼文の文案については委託 

者が作成する。 



ウ 調査項目 

   主に以下の項目を調査する。詳細は別途委託者と協議により調整するこ

と。 

・各企業の主な事業、事業上の抱える課題、将来展望 

・施設の建替・増築等の意向、必要用地の面積 

エ アンケート票等の作成 

以下の文書等を作成・印刷する。作成にあたっては、回収率を向上させ

るようレイアウト等を工夫すること。アンケートの封詰め等の郵送前準

備、郵送については受託者が行うものとし、発送用封筒については委託者

が提供するものを使用すること（郵送料は受託者の負担とする）。 

（ｱ） 協力依頼文書（A4 サイズ 1 枚程度、1 色印刷。文案は委託者が作成） 

（ｲ） アンケート票（A4 サイズ 1 枚、1 色印刷。設問は別途協議のうえ、委 

託者の指示による） 

（ｳ） 返送用封筒 （受託者において準備・作成。返送先は受託者宛とし、郵

送料も受託者の負担とする。） 

(ｴ) 宛名ラベル等（封筒への印刷でも可） 

※発送用封筒（角２サイズを想定）については、委託者が準備するもの

を使用すること。 

オ アンケートの集計 

   回答結果を集計・分析し、Excel ファイル等に整理する。 

   

⑺ ヒアリング調査の実施  

ア 調査対象 

   ⑹の回答があった団地内立地企業のうち、30 社程度とする。対象企業に

ついては、委託者の指示による。 

イ 調査方法 

   対象企業に調査依頼し、日程の調整を行い、ヒアリングを実施する。 

ウ 調査項目 

   ⑹で調査した内容の詳細を聞き取りすることを基本とするが、詳細は別

途委託者と協議により調整すること。 

 エ 結果集計 

   ヒアリング結果を集約し、Excel ファイル等に整理する。 

 

⑻ 大谷地流通業務団地の課題等の整理  

⑵～⑺の調査結果や団地が抱える課題等を踏まえ、団地の機能更新及び本

市の流通機能の強化の方向性等について検討し、中長期的な流通機能強化

方針の素案を作成する。 

 

⑼ 流通機能向上・効率化に関する施策の提案  



⑻で整理した内容を基に、DX や業務効率化など流通機能強化に資する本市

が取組むべき施策について検討し、具体的な施策を提案すること。また、そ

の施策を実施することにより見込まれる効果についても検証し、併せて提示

すること。  

さらに、当該施策を実現するためのロードマップや具体的なスキームの設

計、諸課題等の整理についても併せて提示すること。 

 

⑽ その他 

ア 打合せ及び議事録の作成 

業務の着手にあたり十分な打合せを行ったうえで、月１回程度を基本と

して打合せを実施するほか、必要な都度協議を行い、業務目的達成に努め

ること。また、打合せ終了後、議事録を速やかに作成し、その都度提出す

ること。 

イ 資料等の収集 

本業務の遂行上必要な資料、情報等は、原則として受託者が収集する 

こと。ただし、本市が保有しているもので本業務の遂行に必要な資料等は

貸与する。 

 

４ 報告書作成  

調査・検討結果等を、報告書（詳細版及び概要版）としてとりまとめる。  

 

５ 成果品 

  下記⑴、⑵を保存した DVD-R を１部提出すること。 

⑴ 業務報告書（PDF 及び Word データなど） 

⑵ 上記３の業務で収集した各種データ 

 

６ 履行期間 

契約年月日から令和６年３月 29 日まで 

なお、⑼について、令和５年９月 30 日までに施策の方向性及び支援・取組

メニューの素案を作成・提出のうえ、令和６年３月 29 日までに最終案を作成

すること。 

 

７ 特記事項 

⑴ 業務の実施にあたっては、受託後速やかに業務計画書を提出し、事前に

委託者の了解を得ること。 

⑵ 受託者は関係法令を順守し、誠実に業務の遂行にあたること。 

⑶ 委託者及び関係団体との連絡を密接に取り十分な連絡・協力を図るこ

と。 

⑷ 本業務の実施にあたって生じた著作権は、すべて委託者に帰属するもの



とする。 

⑸ 業務上知り得た一切の事項については、他に漏らさないこと。また、委

託者から提供された資料及び情報を第三者に提供し、目的外に使用するこ

とを禁止する。 

⑹ 仕様書に記載のない事項については委託者と協議すること。また、業務

の遂行にあたり疑義等が生じた場合は、都度、委託者と協議しその指示に

従うこと。 

⑺ 本業務においては、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負

荷低減に努めること。 

⑻ 受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、「個人情

報の保護に関する法律」及び「個人情報取扱安全管理基準」を遵守しなれ

ばならない。 


